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インターネット関連トラブル 

 

・インターネット接続回線の変更について、勧誘の電話があった。 

「今ご利用の回線よりも、料金が安く、速度も早くなる。今なら工事費無

料」と大手通信会社を名乗る代理店から勧誘の電話あり、契約内容をよく理解

しないまま契約してしまった。すると、変更前の会社から解約料を請求され、

また、電話番号とメールアドレスも引継ぐことができず、変更しなければなら

なくなった。更に、変更前の回線は付帯サービスで電話料金が割引されていた

が、そのサービスもなくなってしまい、全体として支払う金額は増えてしまっ

た。 

 

≪ワンポイントアドバイス≫ 

内容をよく理解しないまま契約してしまうと、契約後に後悔することになり

かねません。現在利用している回線の付帯サービスを含めて変更するメリット

はあるか、解約料は必要か電話番号やメールアドレスが変更になるかなど契約

内容を理解することやそれらが記載された書面の交付を求めることが大切で

す。 

 

パソコンで動画サイトを見ていたら突然警告音が鳴り、ウイルス感

染したとの警告画面が現れた。 

パソコンで動画サイトを見ていたら警告音とともに、「ウイルスが見つかり

ました。削除のため℡○○-○○○○-○○○○に至急お電話ください。」と警告

画面が現れた。表示先に電話したところ、「遠隔操作でウイルスを削除しま

す。サポート代金はクレジットカード払いで 10,000円になる」と言われ、指

示されるままクレジットカード番号等を入力した。パソコンの状態は元通りに

なったが、後日知人に話したところ、偽の警告だったことが分かった。 

 

次ページに続く 



≪ワンポイントアドバイス≫ 

実際にはウイルス感染していないのに、警告音や画面表示によって、あたか

も感染したように思いこませ、ウイルス削除と称して、表示先に電話させるよ

うに誘導する手口です。警告音が鳴ると驚きますが、BGMの音楽再生と同様の

仕組みで、ウェブサイトを閉じると警告画面とともに消えることが多いです。

それでも消えない場合は、（独）情報処理推進機構の「情報セキュリティ安心

相談窓口」で、対処法を確認しましょう。 


